令和８年度鳴門海峡の渦潮世界遺産登録に向けた
「普及啓発活動支援事業」補助金交付要綱

（趣　旨）
第１条　この要綱は、兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会（以下「協議会」という。）が、鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた普及啓発活動を実施しようとする個人又は団体へ補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

（補助対象事業）
第２条　当該補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に掲げる要件全てに適合するものとする。
（１）「鳴門海峡の渦潮」の世界遺産登録に向けた普及啓発事業
（２）一般県民・市民を対象とした事業
（３）令和８年４月１日以降に実施し、令和９年３月31日までに完了する事業
２　次の各号に掲げる要件の一に該当する事業等は、補助対象事業としない。
（１）「鳴門海峡の渦潮」の普及啓発に寄与しないとみなされる事業
（２）政治的又は宗教的活動を目的としているとみなされる事業
（３）宣伝や営利を目的としているとみなされる事業
（４）暴力行為又は迷惑行為のおそれのある事業
（５）その他補助にふさわしくない事業

（補助対象者）
第３条　補助の対象となる個人又は団体（以下、「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件全てに適合するものとする。
（１）淡路島内又は鳴門市内に普及啓発活動の拠点を有すること。
（２）個人の場合は、過去１年以上補助事業と同様の事業実績を有すること。
（３）団体の場合は、会則及び名簿を有すること。
２　次の各号に掲げる要件の一に該当する個人又は団体は、補助対象者としない。
（１）行政機関（国、県、市町）
（２）民法第33条に該当する法人等のうち、国、県、市町からの50％以上の出捐により設立された団体
（３）反社会的活動を行う個人、団体又はその構成員が事業に関わる団体
（４）営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする個人又は団体

（補助金額及び補助対象経費）
第４条　協議会は、予算の範囲内においてこの要綱に基づき、補助対象事業に要する経費の一部を補助するものとし、その金額は、別に定める。
２　補助事業の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は別に定める。

（交付申請）
第５条　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び別に定める書類を、協議会会長（以下「会長」）という。）にその指定する期日までに提出しなければならない。
２　会長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出や事業の説明を当該補助金の交付申請をした者（以下、「申請者」という。）に命ずることができる。

（交付決定）
第６条　会長は、前条の規定に基づき申請があった場合、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする。
２　会長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第２号)により申請者に通知するものとする。

（補助事業の変更又は廃止）
第７条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下、「補助事業者」という。）は、同条の規定により補助金の交付決定を受けた事業（以下、「補助事業」という。）の内容を変更又は廃止を行おうとする場合は、補助金変更交付申請書（様式第３号）又は補助事業廃止承認申請書（様式第４号）を会長に提出しなければならない。
２　会長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金変更交付決定通知書（様式第５号）又は補助事業廃止承認通知書（様式第６号）により当該申請を行った者に通知する。

（事業の遂行状況報告）
第８条　補助事業者は、会長が特に必要と認め、補助事業の遂行状況について報告を求めたときは、これに応じなければならない。

（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了日から起算して１ヶ月を経過した日、又は令和９年４月９日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書（様式第７号）に別に定める書類を添え、会長に提出しなければならない。

（是正措置）
第10条　会長は、補助事業の実施状況が適正でないと認められる場合及び補助事業の成果が認められない場合は、補助事業者に対して、当該事業の実施に関し、是正措置を行うよう指示することができる。
この場合、補助事業者は、その指示に従って適正な措置を行わなければならない。
２　補助事業者は、前項の是正措置を完了したときは、遅滞なくその内容を報告しなければならない。

（補助金額の確定）
第11条　会長は、補助事業の実績報告があった場合において、補助事業が適正に実施されており、かつ、その成果が認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知する。
２　会長は、確定した補助金の額が、交付決定額（第７条第２項の規定により変更された場合には、同項の規定により通知された金額）と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

（補助金の請求）
第12条　会長は、前条第１項の額の確定を行ったのち、補助事業者から提出される補助金請求書（様式第９号）により補助金を交付する。
２　会長は、必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。

（補助金の交付決定の取消し）
第13条　会長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取消すことがある。
（１）この要綱の規定に違反したとき。
（２）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
（３）交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
（４）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
（５）暴力団等の反社会的勢力であるとき。
２　会長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第10号）により通知する。

（補助金の返還）
第14条　会長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
２　会長は、第11条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

（帳簿の備え付け）
第15条　補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。

（財産の処分の制限）
第16条　補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供する場合は、あらかじめ協議会の承認を受けなければならない。

附　則
（施行期日）
[bookmark: _Hlk138266483]１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


【別に定める事項】
	関係条項
	内　容

	第４条第１項
	（補助金額）
補助対象経費の総額に応じた定額
	補助対象経費の総額
	補助金額（定額）

	５万円以上10万円未満
	５万円

	10万円以上
	10万円


※他の助成を受ける事業は、対象経費のうち、他助成額を除いた額を補助対象経費とする。
ただし、第１条に定める趣旨に強く合致し、下記の条件をすべて満たす事業については、特認事業として補助金額の上限を50万円とする。
(1) 複数の市にまたがり、広域的に活動する場合
(2) 参加者が200人を超える見込みがある場合
(3) 「鳴門海峡の渦潮」の世界遺産登録に大きく貢献すると協議会が認める場合

	第４条第２項
	（補助対象経費）
印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、使用料、謝金、交通費、委託料、保険料にかかる経費で、補助対象となる事業実施期間に支出するものとする。なお、当該経費にかかる消費税も含むものとする。
ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、補助対象経費としない。
(1) 交付決定日以前に支払った経費（ただし、施設の規定に基づく会場使用料の前払いを除く。）
(2) 領収書等により支払いが確認できない経費
(3) 商品券、図書券その他これに類するものの購入経費
(4) 事業に必要な道具・用具類を除く備品購入費、施設等の建設・補修費
(5) 他団体等への助成金、寄付金
(6) 事業実施団体の構成員にかかる謝金、飲食費
(7) 事業実施団体の組織維持にかかる人件費、事務費
(8) 飲食にかかる経費、レセプション、パーティー等の経費
(9) 事業の実施にあたり発生した傷病等に係る治療費、医薬品費、損害賠償費
(10) その他、事業実施に直接必要と認められないもの

	第５条第１項
	（添付書類）
(1) 補助事業計画書（別紙１）
(2) 収支予算書（別紙２）
(3) 申請者概要（別紙３）
(4) 過去の活動資料（個人の場合）
(5) 団体の規約、会則、構成員の名簿（団体の場合）
(6) その他必要と認める書類

	
	（指定する期日）
別途通知する。

	第９条
	（添付書類）
(1) 補助事業実績報告書（別紙１）
(2) 収支決算書（別紙４）
(3) 補助対象経費にかかる領収書、明細書等
(4) その他必要と認める書類



